
 

令和７年度第２回 鎌倉市空家等対策協議会 次第 

 

 

 

 

   １ 開会 

    

   ２ 議題 

(1) 鎌倉市空家等実態調査の現在の状況について 

(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い新設された制度 

に係る対応方針について 

(3) 特定空家等の認定等について 

 

 

３ その他 

  次回協議会について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

<<配付資料>> 

・鎌倉市空家等実態調査の現在の状況について 資料１ 

・空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案） 資料２ 

・空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い新設された制度に係る対応方針について 資料３ 

・特定空家等への認定等について 資料４ 

・空家等立入調査結果票(木造編) 資料５ 

 

 



鎌倉市空家等実態調査の
現在の状況について

資料１



○調査概要

調査件数：4,745件

調査期間：令和７年10月１日（水）～令和７年12月５日（金）

調査対象家屋の抽出方法は以下のとおり。

①水道情報・前回調査結果・市で把握している空家等（相談や自治会提供
等）・空き家コンテンツ（株式会社ゼンリン）より調査対象候補を抽出

②調査対象候補を地図上（住宅地図）にプロットし、建物上にプロットさ
れていないもの、同一建物に複数プロットされているもの等を削除

※ただし、前回調査で空家等と判定された家屋は建物上にプロットされていない場合も調査対象とする

③①②の結果、抽出された調査対象候補のうち、緯度経度情報等から重複
したものを削除

④所有者が市や県である家屋を除外

（1）現地調査結果（暫定版）について
資料１
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○調査対象家屋の抽出方法

①水道情報・前回調査結果・市で把握している空家等（相談や自治会提供
等）・空き家コンテンツ（株式会社ゼンリン）より調査対象候補を抽出

②調査対象候補を地図上（住宅地図）にプロットし、建物上にプロットさ
れていないもの、同一建物に複数プロットされているもの等を削除

※ただし、前回調査で空家等と判定された家屋は建物上にプロットされていない場合も調査対象とする

（1）現地調査結果（暫定版）について
資料１

【建物上にプロットされていないもの】 【同一建物にプロットされたもの】

（出典：国土地理院発行淡色地図に調査対象家屋をプロットして作成）



○調査対象家屋の抽出方法

③調査システムにて緯度経度等から重複したものを削除

④所有者が市や県である家屋を除外

（1）現地調査結果（暫定版）について
資料１

【同一建物にプロットされているが目視等で重複削除が不可能】

②にて重複と確認できないような
同一のポイントを調査システム上にて確認



○調査結果の概要

• 国の基準（「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な
実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」国土交通省）を踏まえて
作成した判定フローに則り、調査可否・空家等であるかの判定・建物不良
度の判定・「特定空家等」、「管理不全空家等」に該当するかの判定を
行った。

（1）現地調査結果（暫定版）について
資料１

• 公道から建物の確認が不可能等の理由から、調査不可となった調査対象は
88件であった。

• 調査対象家屋を現地調査（目視調査）した結果、空家等と判定された家屋
は1,042件であった。

• 空家等と判定された家屋のうち、平成27年度に実施した実態調査時も空
家等と判定された家屋は156件、調査対象家屋の抽出までに相談を受けた
ことがある等で市で把握していた家屋は311件であった。
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（1）現地調査結果（暫定版）について

○特定空き家等候補・管理不全空家等の判定結果（暫定）

• 国のガイドラインを踏まえ作成した
判定フローに則り判定すると、管理
不全空家等と判断される空家等は４
件、特定空家等候補と判断される空
家等は25件となった。

判定結果 件数（件）

特定空家等候補 25

管理不全空家等 4

空家等 1,013

合計 1,042

資料１

○建物不良度の判定結果（暫定）

• 現地調査項目のうち、建物本体に係
る調査結果を点数化※し、状態が良
い家屋から老朽化が進んでいる家屋
をA～Dの４ランクに分けた場合、
Aランクが779件（74.8%）と最も多
くなった。

不良度ランク 件数（件） 割合

不良度が低い A 779 74.8%

B 234 22.5%

C 24 2.3%

不良度が高い D 5 0.5%

合計 1,042 ―

※調査結果の点数化においては、「空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良
度判定の手引き（案）」（国土交通省住宅局、平成23年12月）を参照
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（1）現地調査結果（暫定版）について
資料１

調査開始

判定状況

詳細な調査が
不可能な建物

空家等判定

空家等
ではない

判定表

空家等 判定表

判定表 危険度判定

危険度判定

老朽化が見ら
れるが管理不
全・特定空家
等ではない
空家等

（景観・生活
環境に悪影
響）管理不全

空家等

（景観・生活
環境に悪影
響）特定空家

等候補

（保安上危
険・衛生上有
害）特定空家

等候補

（保安上危
険・衛生上有
害）管理不全

空家等

（保安上危
険・衛生上有
害）特定空家

等候補

（保安上危
険・衛生上有
害）管理不全

空家等

調査不可と判断 調査可能と判断

空家等では
ないと判断

空家等と判断

老朽度・危険度ランクA・B 老朽度・危険度ランクC・D

「保安上」「衛生上」の管理不全
空家等・特定空家等が該当なし

「保安上」「衛生上」の
特定空家等に該当

「保安上」「衛生上」の
管理不全空家等に該当

全項目該当なし 特定空家等に該当

管理不全空
家等に該当

判定Ⅰ・Ⅱ 判定Ⅲ

判定Ⅰ 判定Ⅱ・Ⅲ

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP１
調査可否、空家等で
あるか否かを判定

STEP２
空家等の建物本体の
老朽度を判定

STEP 3
「特定空家等」「管理不全空
家等」に該当するかを判定

4,745件

1,042件

29件1,013件※

25件2件

1件

1件

※「STEP 2」にて「老朽度・危険度ランク
A・B」と判定された1,013件のうち、目視
で不良度が確認できなかった項目が１つで
もある空家等は383件

○判定フロー図
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（2）建物利用実態調査（所有者アンケート調査）について

○調査概要

調査期間：令和７年12月22日（月）～令和８年１月23日（金）（約１か月）

※回答期限は令和８年１月13日（火）とし、御礼状兼督促状（ハガキ）にて回答期限を延長

調査票送付件数：1,020件

調査票到達件数：983件

※空き家と判定された家屋（1,042件）の内、所有者が特定できない・所有者が地方公共団体
である等の理由から送付を行わなかった家屋が22件

※送付件数1,020件のうち、不達件数が37件

○回答状況

回答件数：502件（１月23日（金）時点）

回収率 ：51％（回答件数/調査票到達件数にて算出）

うち、郵送回答355件、インターネット回答147件

資料１
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（７）空き家再生等推進事業等における外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案) 

 

 

Administrator
テキストボックス
資料２
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空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

に伴い新設された制度に係る対応方針について



制度 条項

1 空家等活用促進区域 第７条第３項～11項

2 管理不全空家等への措置 第13条

3 財産管理制度 第14条

4 緊急代執行制度 第22条第11項

5 空家等管理活用支援法人 第23条~28条

新設された制度
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・地域の拠点的なエリアに空き家が集積することにより、当該地

域の本来的機能が低下することを防ぐため、空き家の活用による

経済的社会的活動（地域の商業活動等）を促進することを目的と

して区域指定をする制度。

・区域指定できる場所は法で定められており、鎌倉市では「歴史

的風致維持向上計画の重点区域」が対象。

・区域指定を行うと、空き家所有者に対する誘導用途への要請及

び、区域内で規制の合理化を措置（接道規制及び用途規制の合理

化）することができる。

１．空家等活用促進区域
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１．空家等活用促進区域

全庁的に意見を求めたところ、関係法令を所管する課（建築指導課、都市景観課、商工課）から意見があり、
ヒアリングを行った。ヒアリングの結果以下のことが分かった。

・市の狭隘道路や第一種低層住居専用地域が多くを占める土地利用状況、市民の建築行為に対する高い関心を踏
まえると、当該区域指定に伴う接道・用途制限の緩和は、地域住民への理解や、まちづくりの考え方との調和な
ど、配慮すべき点が多いことが懸念される。

・歴史的風致維持向上計画の重点区域では、歴史的建築物や景観重要建築物等の保存継承の課題があり、利活用
に伴う建築用途の変更等も考えられるが、空家等活用促進区域を利用して施策を推進する考えはない。

・鎌倉市の「鎌倉市企業立地整備費等補助金」情報通信業などが新規事業所やサテライトオフィスを開設する際
のリフォーム補助を対象としているが、空家等活用促進区域を利用して施策を推進する想定はしていない。

当課としては、経済的社会的活動（地域の商業活動等）の促進により、空き家の集積に伴う地域の本来的機能

の低下を防止できるエリアは現状は無いものと考えている。

また、本市の空き家の課題は、相続等による所有権の問題で家屋の管理や売買を含む利活用ができていない家

屋にあると考えているため、本制度の取組を実施しても、本市の空き家の課題解決にはつながらないと考える。
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管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該

当することとなるおそれのある空家等を示す。

本市の特定空家等の認定基準は「鎌倉市特定空家等に対する措置に関する対応指針」（平成29年3

月策定）で定めている。

管理不全空家等に認定後、勧告を行った空家等については、地方税法349条の３の２の規定に基づ

き、住宅用地特例を解除（その結果、固定資産税が最大６倍になる。）することとなる。

当課では、鎌倉市全域を対象とした空家等実態調査を令和７年９月から実施している。国は令和５

年12月13日に、県は令和７年３月に、参考例として、管理不全空家等の判断基準を示しているが、市

町村の実情に応じた管理不全空家等の判断基準が必要であると考えるため、国や県の基準は参考にし

つつ、空家等実態調査結果を踏まえて、管理不全空家等の認定基準を定める。

２．管理不全空家等への措置
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民法の規定は前からあったが、利害関係人でないと、裁判所に財産管理人の申し立てを行うことはできなかっ
た。

空家特措法の改正により、利害関係人でなくても、市であれば申し立てを行うことが可能となった。

様々な事由により財産管理を行う者がいない場合に利用する制度

市町村長は、空家等（敷地を除

く。）につき、その適切な管理のため

特に必要があると認めるときは、地方

裁判所に対し、民法第二百六十四条の

八第一項の規定による命令の請求をす

ることができる。

市町村長は、空家等につき、その適

切な管理のため特に必要があると認め

るときは、家庭裁判所に対し、民法第

二十五条第一項の規定による命令又は

同法第九百五十二条第一項の規定によ

る相続財産の清算人の選任の請求をす

ることができる。

法第14条第１項

相続財産管理制度・不在者財産管理制度

法第14条第２項

所有者不明建物管理制度

市町村長は、管理不全空家等又は特

定空家等につき、その適切な管理のた

め特に必要があると認めるときは、地

方裁判所に対し、民法第二百六十四条

の九第一項又は第二百六十四条の十四

第一項の規定による命令の請求をする

ことができる。

法第14条第３項

管理不全土地・建物管理制度

３．財産管理制度
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災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上

著しく危険な状態にある等、当該特定空家等に関し緊

急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認

めるときに利用できる制度。 緊急時
は不要

命令に伴う、以下の対応が不要となる。

①命令実施に当たっての事前通知

②所有者等による意見聴取の請求

③命令の実施

④標識の設置

４．緊急代執行制度
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（参考）略式代執行及び緊急代執行で要した費用
の徴収円滑化

略式代執行及び緊急代執行でも、強制徴収が可能になった。

国土交通省住宅局「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」より
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＜支援法人が行うことができる業務＞

1．空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者

に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相

談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な

援助

2．委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のた

めに行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事

務

3．委託に基づく、空家等の所有者等の探索

4．空家等の管理又は活用に関する調査研究

5．空家等の管理又は活用に関する普及啓発

6．その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割

を果たすことを目的として、市が指定する法人のこと。

＜支援法人が市に対して行うことができる内容＞

1．空家等の所有者等に関する情報の提供の請求

2．空家等対策計画の作成・変更の提案

3．裁判所に対する財産管理人等の選任請求の要請

５．空家等管理活用支援法人
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